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施工体制台帳の作成及び提出について 



yamashita-kengo
タイプライターテキスト
１



２１ ２２

３，５００万円　≧　３，０００万円

警備業者

資材業者

(建設工事の請負金額）１，５００万円

(建設工事の請負金額）１，０００万円

一次下請

測量業者

(警備の請負金額）　１００万円

一次下請

２，８００万円　＜　３，０００万円

(測量の委託契約）　５０万円

資材業者

(建設工事の請負金額）１，５００万円

(警備の請負金額）　１００万円

運搬業者 (運搬の請負金額）　１００万円

警備業者

(測量の委託契約）　５００万円

(資材の売買契約）　１００万円

　特定建設業者は、発注者から直接請け負った建設工事を施工するために締結した下請契約の総額が３，０００
万円（建築一式工事：４，５００万円）以上になる場合は、施工体制台帳を作成することが義務づけられています。　
（建設業法第24条の7）
　施工体制台帳は、下請、孫請など工事施工を請け負う全ての業者名、各業者の施工範囲、各業者の技術者氏
名等を記載した台帳を言います。

(資材の売買契約）　５００万円

〈　必　要　〉

一次下請

一次下請

(建設工事の請負金額）２，０００万円

元請業者 元請業者

一次下請 (建設工事の請負金額）　３００万円

〈　不　要　〉

測量業者

施工体制台帳等を作成しなければならない工事

元請：特定建設業者が、

３，０００万円（建築一式　４，５００万円）
以上を下請に出すときに作成

施工体制台帳 施工体系図

　下請契約は「建設工事の請負契約」です。
（建設工事に該当しないと考えられる資材納入、調査業務、運搬業務、警備業務などの契約金額は含みません。）

施工体制台帳１２

①品質・工程・安全などの施工上のトラブルの発生

施工体制台帳は、 公共工事と民間工事を問わず作成しなければなりません。 また、請け負った建設工事
の目的物を発注者に引き渡すまでの期間、工事現場ごとに備え置く必要があります。（建設業法施行規則第14条

さらに、入札契約適正化法の規定により、公共工事においては施工体制台帳の写しを発注者に提出しなければ
なりません。

施工体制台帳

②不良不適格業者の参入、建設業法違反（一括下請負等）

５年間保存（工事完了後）

現場に備え置く（工事中）

［工事施工体制台帳］の提出・閲覧・保存

③安易な重層下請 → 生産効率低下

施工体制台帳の作成の目的

施工体制台帳の作成を通じて元請業者に現場の

施工体制を把握させることで、以下の事象を防止する。

公共工事 民間工事

写しの提出 発注者の閲覧

の7）

「よくわかる建設業法」国土交通省　九州地方整備局
　　【２０１２．１１版より抜粋・再編集】

→　公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第１５条により変更

yamashita-kengo
線

yamashita-kengo
線

yamashita-kengo
ノート注釈
yamashita-kengo : Marked

yamashita-kengo
線

yamashita-kengo
ノート注釈
yamashita-kengo : Marked

yamashita-kengo
ノート注釈
yamashita-kengo : Accepted

yamashita-kengo
テキストボックス
 下請契約を締結する全ての公共工事

yamashita-kengo
線

yamashita-kengo
テキストボックス
 公共工事の受注者である建設業者が、下請け契約を締結するときは、その金額にかかわらず施工体制台帳を作成し、その写しを発注者に提出しなけれなりません。

yamashita-kengo
ノート注釈
yamashita-kengo : Marked

yamashita-kengo
テキストボックス
２

yamashita-kengo
タイプライターテキスト
（注意）民間工事の場合はこれまでとかわりません



２１ ２２

３，５００万円　≧　３，０００万円

警備業者

資材業者

(建設工事の請負金額）１，５００万円

(建設工事の請負金額）１，０００万円

一次下請

測量業者

(警備の請負金額）　１００万円

一次下請

２，８００万円　＜　３，０００万円

(測量の委託契約）　５０万円

資材業者

(建設工事の請負金額）１，５００万円

(警備の請負金額）　１００万円

運搬業者 (運搬の請負金額）　１００万円

警備業者

(測量の委託契約）　５００万円

(資材の売買契約）　１００万円

　特定建設業者は、発注者から直接請け負った建設工事を施工するために締結した下請契約の総額が３，０００
万円（建築一式工事：４，５００万円）以上になる場合は、施工体制台帳を作成することが義務づけられています。　
（建設業法第24条の7）
　施工体制台帳は、下請、孫請など工事施工を請け負う全ての業者名、各業者の施工範囲、各業者の技術者氏
名等を記載した台帳を言います。

(資材の売買契約）　５００万円

〈　必　要　〉

一次下請

一次下請

(建設工事の請負金額）２，０００万円

元請業者 元請業者

一次下請 (建設工事の請負金額）　３００万円

〈　不　要　〉

測量業者

施工体制台帳等を作成しなければならない工事

元請：特定建設業者が、

３，０００万円（建築一式　４，５００万円）
以上を下請に出すときに作成

施工体制台帳 施工体系図

　下請契約は「建設工事の請負契約」です。
（建設工事に該当しないと考えられる資材納入、調査業務、運搬業務、警備業務などの契約金額は含みません。）

施工体制台帳１２

 ①品質・工程・安全などの施工上のトラブルの発生

　施工体制台帳は、 公共工事と民間工事を問わず作成しなければなりません。 また、請け負った建設工事
の目的物を発注者に引き渡すまでの期間、工事現場ごとに備え置く必要があります。（建設業法施行規則第14条

　さらに、入札契約適正化法の規定により、公共工事においては施工体制台帳の写しを発注者に提出しなければ
なりません。

施工体制台帳

 ②不良不適格業者の参入、建設業法違反（一括下請負等）

５年間保存（工事完了後）

現場に備え置く（工事中）

［工事施工体制台帳］の提出・閲覧・保存

 ③安易な重層下請　→　生産効率低下

施工体制台帳の作成の目的

施工体制台帳の作成を通じて元請業者に現場の

施工体制を把握させることで、以下の事象を防止する。

公共工事 民間工事

写しの提出 発注者の閲覧

の7）

yamashita-kengo
テキストボックス
３



２３ ２４

　施工体系図は、作成された施工体制台帳に基づいて、各下請負人の施工分担関係が一目で分かるようにした
図のことです。施工体系図を見ることによって、工事に携わる関係者全員が工事における施工分担関係を把握
することができます。

・下請負人の名称
・工事内容
・工期
・主任技術者氏名

・下請負人の名称
・工事内容
・工期
・主任技術者氏名

・下請負人の名称
・工事内容
・工期
・主任技術者氏名

・下請負人の名称
・工事内容
・工期
・主任技術者氏名

・下請負人の名称
・工事内容
・工期
・主任技術者氏名

・下請負人の名称
・工事内容
・工期
・主任技術者氏名

・専門技術者氏名
・担当工事内容

現場内の見やすい場所

施工体系図
・下請負人の名称
・工事内容
・工期
・主任技術者氏名

・下請負人の名称
・工事内容
・工期
・主任技術者氏名

●施工体系図のイメージ

（元請） （１次下請） （２次下請）

工事の名称、工期、発注者の名称

・作成特定建設
　業者の名称
・監理技術者名

・専門技術者氏名
・担当工事内容

（３次下請）

注１）下請負人に関する表示は、現に施工中（契約書上の工期中）の者に限り行えば足りる。
　　　（建設業法施行規則第14条の6第2号）
注２）主任技術者の氏名は、当該下請負人が建設業者であるときに限り行う。
注３）「専門技術者」とは、監理技術者又は主任技術者に加えて置く第２６条の２の規定による
　　　技術者をいう。

・下請負人の名称
・工事内容
・工期
・主任技術者氏名

・専門技術者氏名
・担当工事内容

現場内の見やすい場所

公衆の見やすい場所

施工体系図の掲示

　施工体系図は工事の期間中、公共工事については工事現場の工事関係者が見やすい場所及び公衆の見や
すい場所に、民間工事については工事関係者が見やすい場所に、掲示しなければなりません（建設業法第24条
の7第4項、建設業法施行規則第14条の7）。　したがって、工事の進行によって表示すべき下請業者に変更が
あった場合は、すみやかに施工体系図の表示の変更をしなければなりません。

公共工事 民間工事

各下請業者の
施工の分担関係を
図示したフロー図

施工体系図１３

再下請負通知書の内容 （建設業法施行規則第14条の4）

（建設業法施行規則第14条の5）

　施工体制台帳の作成が義務づけられたことに伴い、下請負人がさらにその工事を再下請負した場合、元請であ
る特定建設業者に対し、再下請負通知書を提出しなければなりません。（建設業法第24条の7第2項）

（注）添付書類（請負契約書の写し）に記載されている事項は、再下請通知書への記載が省略できます。

 ①自社に関する事項

 ②自社が注文者と締結した建設工事の請負契約に関する事項

 ③自社が下請契約を締結した再下請負人に関する事項 （注）

 ④自社が再下請負人と締結した建設工事の請負契約に関する事項 （注）

再下請負通知書１４

発 注 者

元 請 負 人

一次下請負人
（再下請負通知人）

二次下請負人
（再下請負通知人）

再下請負通知書

★二次下請負人がさらにその工
事を再下請負した場合は再下請
通知書を元請負人に提出する。
（一次下請負人経由可）

yamashita-kengo
テキストボックス
４



２３ ２４

　施工体系図は、作成された施工体制台帳に基づいて、各下請負人の施工分担関係が一目で分かるようにした
図のことです。施工体系図を見ることによって、工事に携わる関係者全員が工事における施工分担関係を把握
することができます。

・下請負人の名称
・工事内容
・工期
・主任技術者氏名

・下請負人の名称
・工事内容
・工期
・主任技術者氏名

・下請負人の名称
・工事内容
・工期
・主任技術者氏名

・下請負人の名称
・工事内容
・工期
・主任技術者氏名

・下請負人の名称
・工事内容
・工期
・主任技術者氏名

・下請負人の名称
・工事内容
・工期
・主任技術者氏名

・専門技術者氏名
・担当工事内容

現場内の見やすい場所

施工体系図
・下請負人の名称
・工事内容
・工期
・主任技術者氏名

・下請負人の名称
・工事内容
・工期
・主任技術者氏名

●施工体系図のイメージ

（元請） （１次下請） （２次下請）

工事の名称、工期、発注者の名称

・作成特定建設
　業者の名称
・監理技術者名

・専門技術者氏名
・担当工事内容

（３次下請）

注１）下請負人に関する表示は、現に施工中（契約書上の工期中）の者に限り行えば足りる。
　　　（建設業法施行規則第14条の6第2号）
注２）主任技術者の氏名は、当該下請負人が建設業者であるときに限り行う。
注３）「専門技術者」とは、監理技術者又は主任技術者に加えて置く第２６条の２の規定による
　　　技術者をいう。

・下請負人の名称
・工事内容
・工期
・主任技術者氏名

・専門技術者氏名
・担当工事内容

現場内の見やすい場所

公衆の見やすい場所

施工体系図の掲示

　施工体系図は工事の期間中、公共工事については工事現場の工事関係者が見やすい場所及び公衆の見や
すい場所に、民間工事については工事関係者が見やすい場所に、掲示しなければなりません（建設業法第24条
の7第4項、建設業法施行規則第14条の7）。　したがって、工事の進行によって表示すべき下請業者に変更が
あった場合は、すみやかに施工体系図の表示の変更をしなければなりません。

公共工事 民間工事

各下請業者の
施工の分担関係を
図示したフロー図

施工体系図１３

再下請負通知書の内容 （建設業法施行規則第14条の4）

（建設業法施行規則第14条の5）

　施工体制台帳の作成が義務づけられたことに伴い、下請負人がさらにその工事を再下請負した場合、元請であ
る特定建設業者に対し、再下請負通知書を提出しなければなりません。（建設業法第24条の7第2項）

（注）添付書類（請負契約書の写し）に記載されている事項は、再下請通知書への記載が省略できます。

 ①自社に関する事項

 ②自社が注文者と締結した建設工事の請負契約に関する事項

 ③自社が下請契約を締結した再下請負人に関する事項 （注）

 ④自社が再下請負人と締結した建設工事の請負契約に関する事項 （注）

再下請負通知書１４

発 注 者

元 請 負 人

一次下請負人
（再下請負通知人）

二次下請負人
（再下請負通知人）

再下請負通知書

★二次下請負人がさらにその工
事を再下請負した場合は再下請
通知書を元請負人に提出する。
（一次下請負人経由可）

yamashita-kengo
テキストボックス
５



２５ ２６

③

①一次下請締結後
　元請業者である特定建設業者が、作成建設業者に該当することとなったときは、遅滞なく、一次下請負

　　人に対し施工体制台帳作成工事である旨の通知を行うとともに、工事現場の見やすい場所にその旨が
　　記載された書面を掲示し、施工体制台帳及び施工体系図を整備します。

一次下請負人経由可

③

②

①

① ②

③三次下請締結後
　二次下請負人は、作成特定建設業者に対し、再下請負通知書（添付資料である請負契約書の写しを

　　含む）を提出する（一次下請負人を経由して提出することもできる）とともに、三次下請負人に対し施工
　　体制台帳作成工事である旨の通知を行います。
　　　作成特定建設業者は二次下請負人から提出された再下請負通知書若しくは自ら把握した情報に基
　　づき記載する方法又は再下請負通知書を添付する方法のいずれかにより施工体制台帳及び施工体
　　系図を整備します。

②二次下請締結後
一次下請負人は、作成特定建設業者に対し、再下請負通知書（添付資料である請負契約書の写しを

　　含む）を提出するとともに、二次下請負人に施工体制台帳作成工事である旨の通知を行います。
　　　作成特定建設業者は一次下請負人から提出された再下請負通知書により、又は自ら把握した情報に
　　基づき、施工体制台帳及び施工体系図を整備します。

一
次
下
請
負
人

�
再
下
請
通
知
人
�

二
次
下
請
負
人

�
再
下
請
通
知
人
�

・再下請負通知書
・添付書類

（契約書の写し）

施工体制台帳の作成手順

施工体制台帳・作成のフロー図

発

注

者

元

請

�
作
成
特
定
建
設
業
者
�

請負契約 請負契約 請負契約 請負契約

施工体制台帳
作成工事である
旨の通知

施工体制台帳
作成工事である
旨の通知

施工体制台帳
作成工事である
旨の通知

台帳の写し提出
（公共工事の場合）

書
面
の
掲
示

施
工
体
制
台
帳
・
施
工

体
系
図
の
作
成
・
掲
示

・再下請負通知書

・添付書類

（契約書の写し）

１５

●下請に工事を発注する際、以下を書面で通知
・ 元請業者の名称
・ 再下請負通知が必要な旨

まずは、施工体制台帳作成工事であることを工事関係者に周知しよう！！

（「施工体制台帳の作成等について」　（Ｈ７．６．２０　建設省通知））

　この建設工事の下請負人となり、その請け負った建設工事を他
の建設業を営む者に請け負わせた方は、遅滞なく、工事現場内
建設ステーション／△△営業所まで、建設業法施行規則（昭和２
４年建設省令第１４号）第１４条の４に規定する再下請負通知書を
提出して下さい。
　一度通知した事項や書類に変更が生じたときも変更の年月日を
付記して同様の書類を提出して下さい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○建設(株)

下請負人となった皆様へ
　今回、下請負人として貴社に施工を分担していただく建設工事については、建設業法（昭和
２４年法律第１００号）第２４条の７第１項により、施工体制台帳を作成しなければならないこと
となっています。
①この建設工事の下請負人（貴社）は、その請け負った建設工事を他の建設業を営む者（建
　設業の許可を受けていない者を含みます。）に請け負わせたときは、建設業法第２４条の７
　第２項の規定により、遅滞なく、建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第１４条
　の４に規定する再下請負通知書を当社あてに次の場所まで提出しなければなりません。ま
　た一度通知いただいた事項や書類に変更が生じたときも、遅滞なく、変更の年月日を付記
　して同様の通知書を提出しなければなりません。
②貴社が工事を請け負わせた建設業を営む者に対しても、この書面を複写し交付して、「も
　しさらに他の者に工事を請け負わせたときは、作成特定建設業者に対する①の通知書の提
　出と、その者に対するこの書面の写しの交付が必要である」旨を伝えなければなりません。

　　　　　　作成特定建設業者の商号　　　○○建設(株)
　　　　　　再下請負通知書の提出場所　工事現場内建設ステーション／△△営業所

掲　　示

●現場内の見やすい場所に再下請負通
　知書の提出案内を掲示

元請業者の義務 すべての業者の義務

書面通知

「施工体制台帳・施工体系図」作成に係る関係者への周知義務

現場への掲示文例

下請業者への書面通知例
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２５ ２６

③

①一次下請締結後
　元請業者である特定建設業者が、作成建設業者に該当することとなったときは、遅滞なく、一次下請負

　　人に対し施工体制台帳作成工事である旨の通知を行うとともに、工事現場の見やすい場所にその旨が
　　記載された書面を掲示し、施工体制台帳及び施工体系図を整備します。

一次下請負人経由可

③

②

①

① ②

③三次下請締結後
　二次下請負人は、作成特定建設業者に対し、再下請負通知書（添付資料である請負契約書の写しを

　　含む）を提出する（一次下請負人を経由して提出することもできる）とともに、三次下請負人に対し施工
　　体制台帳作成工事である旨の通知を行います。
　　　作成特定建設業者は二次下請負人から提出された再下請負通知書若しくは自ら把握した情報に基
　　づき記載する方法又は再下請負通知書を添付する方法のいずれかにより施工体制台帳及び施工体
　　系図を整備します。

②二次下請締結後
一次下請負人は、作成特定建設業者に対し、再下請負通知書（添付資料である請負契約書の写しを

　　含む）を提出するとともに、二次下請負人に施工体制台帳作成工事である旨の通知を行います。
　　　作成特定建設業者は一次下請負人から提出された再下請負通知書により、又は自ら把握した情報に
　　基づき、施工体制台帳及び施工体系図を整備します。

一
次
下
請
負
人

�
再
下
請
通
知
人
�

二
次
下
請
負
人

�
再
下
請
通
知
人
�

・再下請負通知書
・添付書類

（契約書の写し）

施工体制台帳の作成手順

施工体制台帳・作成のフロー図

発

注

者

元

請

�
作
成
特
定
建
設
業
者
�

請負契約 請負契約 請負契約 請負契約

施工体制台帳
作成工事である
旨の通知

施工体制台帳
作成工事である
旨の通知

施工体制台帳
作成工事である
旨の通知

台帳の写し提出
（公共工事の場合）

書
面
の
掲
示

施
工
体
制
台
帳
・
施
工

体
系
図
の
作
成
・
掲
示

・再下請負通知書

・添付書類

（契約書の写し）

１５

●下請に工事を発注する際、以下を書面で通知
・ 元請業者の名称
・ 再下請負通知が必要な旨

まずは、施工体制台帳作成工事であることを工事関係者に周知しよう！！

（「施工体制台帳の作成等について」　（Ｈ７．６．２０　建設省通知））

　この建設工事の下請負人となり、その請け負った建設工事を他
の建設業を営む者に請け負わせた方は、遅滞なく、工事現場内
建設ステーション／△△営業所まで、建設業法施行規則（昭和２
４年建設省令第１４号）第１４条の４に規定する再下請負通知書を
提出して下さい。
　一度通知した事項や書類に変更が生じたときも変更の年月日を
付記して同様の書類を提出して下さい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○建設(株)

下請負人となった皆様へ
　今回、下請負人として貴社に施工を分担していただく建設工事については、建設業法（昭和
２４年法律第１００号）第２４条の７第１項により、施工体制台帳を作成しなければならないこと
となっています。
①この建設工事の下請負人（貴社）は、その請け負った建設工事を他の建設業を営む者（建
　設業の許可を受けていない者を含みます。）に請け負わせたときは、建設業法第２４条の７
　第２項の規定により、遅滞なく、建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第１４条
　の４に規定する再下請負通知書を当社あてに次の場所まで提出しなければなりません。ま
　た一度通知いただいた事項や書類に変更が生じたときも、遅滞なく、変更の年月日を付記
　して同様の通知書を提出しなければなりません。
②貴社が工事を請け負わせた建設業を営む者に対しても、この書面を複写し交付して、「も
　しさらに他の者に工事を請け負わせたときは、作成特定建設業者に対する①の通知書の提
　出と、その者に対するこの書面の写しの交付が必要である」旨を伝えなければなりません。

　　　　　　作成特定建設業者の商号　　　○○建設(株)
　　　　　　再下請負通知書の提出場所　工事現場内建設ステーション／△△営業所

掲　　示

●現場内の見やすい場所に再下請負通
　知書の提出案内を掲示

元請業者の義務 すべての業者の義務

書面通知

「施工体制台帳・施工体系図」作成に係る関係者への周知義務

現場への掲示文例

下請業者への書面通知例
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２７

　施工体制台帳には、作成特定建設業者の許可に関する事項、請け負った建設工事に関する事項、下請負人に
関する事項などを記載しなければなりません。（建設業法施行規則第14条の2）

発注者との契約書の写し

下請契約書の写し

　元請監理技術者関係

◎監理技術者資格者証の写し

◎監理技術者の健康保険証等の写し

③元請監理技術者（専門技術者）関係
◎監理技術者が監理技術者資格を有することを証する書面（監理技術者資格者証写）
◎監理技術者が所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあることを証明するものの写し
　（健康保険証等の写し）
◎専門技術者（置いた場合に限る）の資格及び雇用関係を証する書面

工事内容と
建設業許可

配置技術者の
氏名と資格

請負契約関係
健康保険等の

加入状況

①発注者との請負契約書
　作成特定建設業者が請け負った建設工事の契約書の写し

②下請契約書
　１次下請との契約書の写し及び２次下請以下の下請負人が締結した全ての請負契約書の写し

施工体制台帳の記載内容と添付書類１６

施工体制台帳の記載内容と添付書類

添 付 書 類

施工体制台帳の添付書類

一次下請Ｄ作成分

※一次下請業者　Ｃ
　二次下請業者　Ｆ
　二次下請業者　Ｇ
　三次下請業者　Ｈ　については
　再下請していないため、作成分なし

再下請負通知書

二次下請Ｆ

に関する事項

契約書の写(⇔三次下請Ｈ)

再下請負通知書

二次下請Ｅ

に関する事項

契約書の写(⇔二次下請Ｇ)

再下請負通知書

二次下請Ｇ

に関する事項

一次下請Ｂ作成分

契約書の写(⇔一次下請Ｃ)

契約書の写(⇔一次下請Ｄ)

Ａの技術者の資格を証する書面

一次下請Ｂ作成分二次下請Ｅ作成分

一次下請Ｄ作成分

２　施工体制台帳の構成 ①元請業者と一次下請業者の記載事項と添付書類

Ａの技術者の雇用関係を証する書面

一次下請Ｂ関係

契約書の写(⇔二次下請Ｅ)

施工体制台帳

一次下請

Ｂ．Ｃ．Ｄに

関する事項

元請業者 Ａ 二次下請業者 Ｅ

◆①と②を併せた全体で施工体制台帳となる

契約書の写(⇔発注者)

契約書の写(⇔一次下請Ｂ)

②再下請負通知の記載事項と添付書類

元請Ａ作成分

再下請通知

Ａの専門技術者に関する書面

契約書の写(⇔二次下請Ｆ)

再下請負通知書

三次下請Ｈ

に関する事項

一次下請業者 Ｄ

資材業者

警備業者

資材業者

運搬業者

一次下請業者 Ｃ 二次下請業者 Ｆ

二次下請業者 Ｇ

　施工体制台帳等に記載すべき下請負人の範囲は、「建設工事の請負」契約における全ての下請負人（無許
可業者を含む。）を指しますので、一次下請だけでなく二次下請、三次下請等も記載の対象になります。

建設工事の請負契約に該当しない資材納入や調査業務、運搬業務などにかかる下請負人等に
ついては、建設業法上は記載の必要はありませんが、仕様書等により発注者が記載を求めてい
るときには記載が必要となる場合もあります。（例えば、国土交通省発注工事では、警備会社と
の契約について共通仕様書により記載を求めています。）

三次下請業者 Ｈ

運搬業者

一次下請業者 Ｂ

１　施工体制台帳の作成範囲

施工体制台帳を作成しなければならない範囲

施工体制台帳記載の下請負人の範囲１７

２８
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２７

　施工体制台帳には、作成特定建設業者の許可に関する事項、請け負った建設工事に関する事項、下請負人に
関する事項などを記載しなければなりません。（建設業法施行規則第14条の2）

発注者との契約書の写し

下請契約書の写し

　元請監理技術者関係

◎監理技術者資格者証の写し

◎監理技術者の健康保険証等の写し

③元請監理技術者（専門技術者）関係
◎監理技術者が監理技術者資格を有することを証する書面（監理技術者資格者証写）
◎監理技術者が所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあることを証明するものの写し
　（健康保険証等の写し）
◎専門技術者（置いた場合に限る）の資格及び雇用関係を証する書面

工事内容と
建設業許可

配置技術者の
氏名と資格

請負契約関係
健康保険等の

加入状況

①発注者との請負契約書
　作成特定建設業者が請け負った建設工事の契約書の写し

②下請契約書
　１次下請との契約書の写し及び２次下請以下の下請負人が締結した全ての請負契約書の写し

施工体制台帳の記載内容と添付書類１６

施工体制台帳の記載内容と添付書類

添 付 書 類

施工体制台帳の添付書類

一次下請Ｄ作成分

※一次下請業者　Ｃ
　二次下請業者　Ｆ
　二次下請業者　Ｇ
　三次下請業者　Ｈ　については
　再下請していないため、作成分なし

再下請負通知書

二次下請Ｆ

に関する事項

契約書の写(⇔三次下請Ｈ)

再下請負通知書

二次下請Ｅ

に関する事項

契約書の写(⇔二次下請Ｇ)

再下請負通知書

二次下請Ｇ

に関する事項

一次下請Ｂ作成分

契約書の写(⇔一次下請Ｃ)

契約書の写(⇔一次下請Ｄ)

Ａの技術者の資格を証する書面

一次下請Ｂ作成分二次下請Ｅ作成分

一次下請Ｄ作成分

２　施工体制台帳の構成 ①元請業者と一次下請業者の記載事項と添付書類

Ａの技術者の雇用関係を証する書面

一次下請Ｂ関係

契約書の写(⇔二次下請Ｅ)

施工体制台帳

一次下請

Ｂ．Ｃ．Ｄに

関する事項

元請業者 Ａ 二次下請業者 Ｅ

◆①と②を併せた全体で施工体制台帳となる

契約書の写(⇔発注者)

契約書の写(⇔一次下請Ｂ)

②再下請負通知の記載事項と添付書類

元請Ａ作成分

再下請通知

Ａの専門技術者に関する書面

契約書の写(⇔二次下請Ｆ)

再下請負通知書

三次下請Ｈ

に関する事項

一次下請業者 Ｄ

資材業者

警備業者

資材業者

運搬業者

一次下請業者 Ｃ 二次下請業者 Ｆ

二次下請業者 Ｇ

　施工体制台帳等に記載すべき下請負人の範囲は、「建設工事の請負」契約における全ての下請負人（無許
可業者を含む。）を指しますので、一次下請だけでなく二次下請、三次下請等も記載の対象になります。

建設工事の請負契約に該当しない資材納入や調査業務、運搬業務などにかかる下請負人等に
ついては、建設業法上は記載の必要はありませんが、仕様書等により発注者が記載を求めてい
るときには記載が必要となる場合もあります。（例えば、国土交通省発注工事では、警備会社と
の契約について共通仕様書により記載を求めています。）

三次下請業者 Ｈ

運搬業者

一次下請業者 Ｂ

１　施工体制台帳の作成範囲

施工体制台帳を作成しなければならない範囲

施工体制台帳記載の下請負人の範囲１７

２８
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２９ ３０
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更
新
）
年
月
日

電
気

工
事
業

大
臣
　
特
定

知
事
　
一
般

第
1
2
3
4
5
6
号

平
成
２
１
年
 
２
 
月
２
８
日

許
可
（
更
新
）
年
月
日

［
事
業
所
名
］

　
○
○
ビ
ル
作
業
所

［
会

社
名

］
　
谷
小
建
設
株
式
会
社

平
成
２
４
年
 
１
１
 
月
　
９
日

会
 
社
 
名

代
表
者
名

福
川
工
業
株
式
会
社

福
川
　
吾
一

平
成
２
３
年
 
１
 
月
１
０
日

土
、
建
、
電
、
管
、

鋼
、
ほ
、
し
ゅ

契
約
日

平
成
２
４
年
 
１
１
 
月
 
７
 
日

下
請
契
約

本
　
　
　
社

×
×
県
×
×
市
×
×
町
１
２
３
－
４

電
気
通
信

発
注
者
名

及
　
　
び

住
　
　
所

△
△
商
事
株
式
会
社

〒
0
0
0
-
0
0
0
0
 
○
○
県
○
○
市
○
○
町
１
－
１

住
　
　
　
　
　
所

工
　
　
期

自
　
平
成
２
４
年
 
１
１
月
 
１
５
 
日

至
　
平
成
２
５
年
 
 
 
３
月
 
３
１
 
日

平
成
２
４
年
 １

１
月
 １

０
日

第
9
9
9
9
9
号

工
事
業

第
9
9
9
9
9
号

　
施

 工
 体

 制
 台

 帳
　

建
設
業
の

許
　
　
可

許
可
業
種

工
事
業

大
臣
　
特
定

知
事
　
一
般

契
約
書
記
載
の
と
お
り

工
事
名
称

及
　
　
び

工
事
内
容

○
○
ビ
ル
新
築
工
事
 
/
 
建
築
一
式
（
地
上
６
階
、
地
下
１
階
 
延
床
面
積
 
9
,
6
0
0
㎡
）

発
注
者
の

監
督
員
名

注
文
　
太
郎

権
限

及
び

意
見

申
出

方
法

谷
小
　
二
郎

権
限

及
び

意
見

申
出

方
法

契
約
書
記
載
の
と
お
り

平
成
２
３
年
 
１
 
月
１
０
日

許
可
番
号

大
臣
　
特
定

知
事
　
一
般

区
　
　
分

元
請
契
約

☆
　
☆
　
支
　
店

○
○
県
☆
☆
市
☆
☆
１
１
１

資
 
格
 
内
 
容

一
級
建
築
施
工
管
理
技
士

専
任

非
専

任
谷
小
　
二
郎

監
督
員
名

谷
小
　
二
郎

権
限

及
び

意
見

申
出

方
法

契
約
書
記
載
の
と
お
り

現
　
　
場

代
理
人
名

資
格

内
容

担
　

　
当

工
事

内
容

専
　
　
門

技
術
者
名

実
務
経
験
（
１
０
年
・
管
）

冷
暖
房
設
備
工
事
、
給
排
水
施
設
工
事

監
　
　
理

技
術
者
名

専
　
　
門

技
術
者
名

資
格

内
容

原
山
　
太
郎

福
川
　
四
郎

安
全
衛
生
責
任
者
名

福
川
　
四
郎

工
　
　
期

自
　
平
成
２
４
年
１
１
月
 
３
０
 
日

至
　
平
成
２
５
年
 
３
 
月
 
２
５
 
日

契
 
約
 
日

健
康
保
険
等

の
加
入
状
況

営
業
所
の
名
称

健
康
保
険

施
工
に
必
要
な
許
可
業
種

工
事
名
称

及
　
　
び

工
事
内
容

　
　
　
　
○
○
ビ
ル
新
築
工
事
 
/
 
構
内
電
気
設
備
工
事
、
照
明
設
備
工
事

保
険
加
入
の

有
無

健
康
保
険

厚
生
年
金
保
険

住
　
　
所

　
　
　
　
〒
0
0
0
-
0
0
0
0

 
　
　
　
　
 
○
○
県
☆
☆
市
△
△
町
１
２
－
３
４

雇
用
保
険

 
加
　
入
　
　
　
未
加
入

 
 
適
用
除
外

 
加
　
入
　
　
　
未
加
入

 
 
適
用
除
外

契
約
書
記
載
の
と
お
り

安
全
衛
生
推
進
者
名

福
川
　
四
郎

雇
用
管
理
責
任
者
名

尾
島
　
五
郎

主
 
任
 
技
 
術
 
者

　
 
権
限
及
び

　
 
意
見
申
出
方
法

 
　
資
 
格
 
内
 
容

第
二
種
電
気
工
事
士

施
工

体
制

台
帳

の
添

付
書

類
１
．
作
成
特
定
建
設
業
者
が
請
負
っ
た
建
設
工
事
の
契
約
書
の
写
し

　
２
．
下
請
負
人
が
請
負
っ
た
建
設
工
事
の
契
約
書
の
写
し

　
３
．
監
理
技
術
者
の
資
格
を
証
す
る
書
面
（
公
共
工
事
に
つ
い
て
は
監
理
技
術
者
資
格
者
証
の
写
し
）

　
４
．
監
理
技
術
者
の
雇
用
を
証
す
る
書
面
（
健
康
保
険
等
の
写
し
）

　
５
．
専
門
技
術
者
（
置
い
た
場
合
に
限
る
）
の
資
格
及
び
雇
用
を
証
す
る
書
面

専
任

非
専

任
金
山
　
次
郎

専
門
技
術
者
名

担
　

　
当

工
事

内
容

作
成
特
定
建
設
業
者
の
商
号
名
称

こ
の
工
事
を
担
当
す
る
事
業
所
名

作
成

特
定

建
設

業
者

が
受

け
て

い
る

許
可
を
全

て
記

入
（
業
種

は
略

称
で

も
可
）

作
成
特

定
建

設
業
者

が
発

注
者

と
締

結
し
た
契

約
書

に
記
載

さ
れ

た
工

事

名
称
と
そ
の
工
事
の
具
体
的
内
容

作
成

特
定

建
設

業
者
が

発
注

者
と

締

結
し
た
契
約
書
に
記
載
さ
れ
た
工
期

発
注

者
と
契

約
を
締

結
し
た

作
成

特
定
建
設
業
者
の
営
業
所

一
次

下
請
と

契
約

を
締
結

し
た
作

成

定
建
設
業
者
の
営
業
所

一
次

下
請

を
監

督
す

る
た

め
に

作
成

特
定

建
設
業

者
が

監
督

員
を

置
い

た

場
合
そ
の
氏
名

(＊
)

作
成

特
定
建

設
業

者
が
現

場
代

理
人

を
置
い
た
場
合
そ
の
氏
名

(＊
)

作
成

特
定

建
設

業
者

が
置

い
た

監
理

技
術

者
に
つ

い
て

専
任

か
非

専
任

の

該
当
す
る
方
に

○
印

作
成
特
定
建
設
業
者
が
専

門
技
術
者
を
置
い
た
場
合

そ
の
氏
名

(＊
)

下
請
負
人
が
請
負
っ
た
建

設
工
事
の
契
約
書
に
記
載

さ
れ
た
工
事
名
及
び
そ
の

工
事
の
具
体
的
内
容

施
工

体
制

台
帳
を

作
成

又
は
変
更
し
た
日
付

下
請
負
人

が
請
負

っ
た
建

設
工
事
の

契
約
書
に
記
載
さ
れ
た
工
期

作
成

特
定

建
設

業
者

が
発

注
者

と
締

結
し

た
契
約

書

に
記
載
さ
れ
た
契
約
日

下
請
負
人

が
請
負

っ
た

建
設
工
事
の

契
約
書

に

記
載
さ
れ
た
契
約
日

下
請

負
人

の
受
け

て
い

る
許

可
の

う
ち

、
請

負
っ

た
建

設
工

事
の

施
工

に
必

要
な

業
種

に
係

る
許
可

下
請
負
人
が
置
い
た
安
全
衛
生

責
任
者
名
(＊

)

下
請
負
人
が
置
い
た
安
全
衛
生

推
進
者
名
(＊

)

下
請

負
人

が
置

い
た

雇
用

管
理
責
任
者
名

下
請

負
人

が
専

門
技

術
者

を

置
い
た
場
合
そ
の
氏
名

(＊
)

専
門
技
術
者
が
担
当
す
る
工
事

の
具
体
的
内
容

(＊
)

下
請

負
人

が
現

場
代

理
人

を
置
い
た
場
合
そ
の
氏
名
(＊

)

（
主
任
・
専
門
）
技
術
者
の
資
格
を
具
体
的
に
記
入

例
)第

一
種
電
気
工
事
士

実
務
経
験

(
指
定
学
科
３
年
・
電
気
通
信

)

実
務
経
験

(
１
０
年
・
機
械
器
具
設
置

)

下
請
負

人
が

置
い
た

主
任

技
術
者
の
氏

名
及

び
専
任

か
非

専
任
の
該
当
す
る
方
に

○
印

監
理
技
術
者
の
資
格
を
具
体
的
に
記
入

例
)一

級
土
木
施
工
管
理
技
士

指
導
監
督
的
実
務
経
験
(
電
気
通
信

)

国
土
交
通
大
臣
特
別
認
定
(
建
築

)

専
門
技
術
者
の
資
格
を
具
体
的
に
記
入
(＊

)

例
)
第
一
種
電
気
工
事
士

実
務
経
験
(指

定
学
科
３
年
・
電
気
通
信

)
実
務
経
験
(１

０
年
・
機
械
器
具
設
置

)

作
成

特
定
建

設
業

者
が
置

い
た

監
理

技
術
者
の
氏
名

専
門
技
術
者
が
担
当
す
る
工
事
の
具

体
的
内
容

(＊
)

事
業

所
整

理
記
号

及
び
事

業

所
番

号
（

健
康

保
険

組
合
に

あ
っ
て
は
組
合
名

）
を
記
入

一
括

適
用

の
承
認

に
係
る

営
業
所

の
場
合

は
、
本

店
の
整

理
記

号
及

び
事

業
所

番
号

を

元
請

契
約

に
係

る
営

業
所

の
名
称

及
び
下

請
契
約

に
係

る
営

業
所

の
名
称

を
そ
れ
ぞ
れ
記
入

事
業
所
整
理
記
号
及
び
事
業
所
番

号
（
健
康
保
険
組
合
に
あ
っ
て
は

組
合
名
）
を
記
入

一
括
適
用
の
承
認
に
係
る
営
業
所

の
場
合
は
、
本
店

の
整

理
記

号
及

び
事
業
所
番
号
を
記
入

事
業

所
整

理
記

号
及

び
事

業
所
番
号
を
記
入

一
括

適
用

の
承

認
に

係
る

営

業
所

の
場

合
は

、
本

店
の
整

理
記

号
及

び
事

業
所

番
号

を

請
負

契
約

に
係

る
営

業
所

の

名
称
を
記
入

労
働
保
険
番
号
を
記
入

継
続

事
業

の
一

括
の

認
可

に

係
る

営
業

所
の

場
合

は
、
本

店
の
労
働
保
険
番
号
を
記
入

事
業
所
整
理
記
号
及
び
事
業
所
番
号
を
記
入

一
括
適
用
の
承
認
に
係
る
営
業
所
の
場
合
は
、
本
店

の
整
理
記
号
及
び
事
業
所
番
号
を
記
入

労
働
保
険
番
号
を
記
入

継
続
事
業
の
一
括
の
認
可
に
係
る
営
業
所
の
場
合
は
、

本
店
の
労
働
保
険
番
号
を
記
入

下
請
負
人
の
商
号
名
称

各
保
険
の
適
用
を
受
け
る
営
業
所
に
つ
い
て
届
出
を

行
っ
て
い
る
場
合
に
は
「
加
入
」
、
行
っ
て
い
な
い
場

合
（
適
用
を
受
け
る
営
業
所
が
複
数
あ
り
、
そ
の
う
ち

一
部
に
つ
い
て
行
っ
て
い
な
い
場
合
を
含
む
）
は
「
未

加
入
」
、
従
業
員
規
模
等
に
よ
り
各
保
険
の
適
用
が
除

外
さ
れ
て
い
る
場
合
は
「
適
用
除
外
」
を
○
で
囲
む

発
注
者
が
置
い
た
監
督
員
の
氏
名

(＊
)

記
入

記
入

平
成

2
4
年

1
1
月

1
日

以
降

に
契

約
し

た
建

設
工

事
か

ら
適

用
さ

れ
ま

す
。

営
業

所
の

名
称

健
康

保
険

厚
生

年
金

保
険

雇
用

保
険

○
○

営
業

所
Z
Z
Z
Z

Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z

Z
Z
Z
Z
-
Z
Z
Z
Z
Z
Z
-
Z

健
康

保
険

雇
用

保
険

加
入

未
加

入
適

用
除

外
加

入
未

加
入

適
用

除
外

加
入

未
加

入
適

用
除

外

○
○

営
業

所
Z
Z
Z
Z

Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z

Z
Z
Z
Z
-
Z
Z
Z
Z
Z
Z
-
Z

健
康

保
険

等
の

加
入

状
況

加
入

未
加

入
適

用
除

外
加

入
未

加
入

適
用

除
外

加
入

未
加

入
適

用
除

外
健

康
保

険
等

の
加

入
状

況
事

業
所

整
理

記
号

等
営

業
所

の
名

称
健

康
保

険
厚

生
年

金
保

険
雇

用
保

険

保
険

加
入

の
有

無

健
康

保
険

厚
生

年
金

保
険

雇
用

保
険

代
表

者
名

《
自

社
に

関
す

る
事

項
》

工
事

名
称

及
び

工
事

内
容

○
○

ビ
ル

新
築

工
事

/
鉄

筋
工

工
期

年
月

日

第
6
5
4
3
2
1
号

平
成

２
１

年
１

０
月

５
日

再
下

請
負

通
知

書
記

載
例

〕

浪
本

太
郎

元
請

名
称

谷
小
建
設
(株

)

平
成
２
４
年

１
１
月

１
８
日

直
近

上
位

注
文

者
名

橋
末

産
業

(
株

)

再
下

請
負

通
知

書

住
所

〔

【
報

告
下

請
負

業
者

】

浪
本

鉄
筋

工
業

（
有

）
（

再
下

請
負

通
知

人
）

が
山

倉
土

木
（

株
）

（
再

下
請

負
人

）
と

の
下

請
契

約
の

内
容

を
報

告
す

る
場

合

〒
0
0
0
-
0
0
0
0

×
×

県
×

×
郡

×
×

村
１

２
３

会
社

名
浪

本
鉄

筋
工

業
(
有

)

工
事

業

自
平

成
２

４
年

１
１

月
２

０
日

至
平

成
２

５
年

３
月

２
０

日
注

文
者

と
の

契
約

日
平

成
２

４
年

１
１

月
１

５
日

監
督

員
名

許
可

番
号

許
可

(
更

新
)
年

月
日

第
号

資
格

内
容

二
級
土
木
施
工
管
理
技
士
(土

木
)

主
任

技
術

者

建
設

業
の

許
可

施
工

に
必

要
な

許
可

業
種

鉄
筋

現
場

代
理

人
名

松
田

一
郎

権
限

及
び

意
見

申
出

方
法

担
当
工
事
内
容

松
田

一
郎

専
任

非
専

任
資

格
内

容

住
所

現
場

代
理

人
名

工
事

業
大

臣
特

定
知

事
一

般

大
臣

特
定

知
事

一
般

〒
0
0
0
-
0
0
0
0

×
×

県
×

×
郡

△
△

町
９

８
７

工
事

名
称

及
び

工
事

内
容

○
○

ビ
ル

新
築

工
事

/
鉄

筋
設

置
時

の
重

量
物

揚
重

運
搬

配
置

工
事

権
限

及
び

意
見

申
出

方
法

基
本
契
約
約
款
記
載
の
と
お
り

松
田

一
郎

雇
用
管
理
責
任
者
名

浪
本

四
郎

安
全
衛
生
責
任
者
名

施
工

に
必

要
な

許
可

業
種

平
成

２
４

年
１

１
月

２
５

日

建
設

業
の

許
可

と
工

事
業

大
臣

特
定

知
事

一
般

第
9
8
7
6
5
4
号

平
成

２
１

年
１

１
月

１
１

日

年
月

日

《
再
下
請
負
関
係
》

再
下
請
負
業
者
及
び
再
下
請
負
契
約
関
係

会
社

名
山

倉
土

木
株

式
会

社
代

表
者

名
山

倉
華

子

許
可

番
号

許
可

（
更

新
）

年
月

日

工
期

自
平

成
２

４
年

１
１

月
２

８
日

至
平

成
２

５
年

１
月

１
０

日
契

約
日

山
倉

三
郎

安
全
衛
生
責
任
者
名

山
倉

三
郎

工
事

業
大

臣
特

定
知

事
一

般
第

号

保
険

加
入

の
有

無

事
業

所
整

理
記

号
等

厚
生

年
金

保
険

再
下

請
負

通
知

書
の

添
付

書
類

再
下
請
負
通
知
人
と
再
下
請
負
人
が
締
結
し
た
契
約
書
の
写
し

資
格

内
容

実
務
経
験
(指

定
学
科
５
年
・
と
び
土
工
)

専
門

技
術

者
名

専
門

技
術

者
名

松
田

一
郎

安
全
衛
生
推
進
者
名

注
意

１
．
建
設
業
法
で
は
様
式
は
定
め
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
こ
の
様
式
に
よ
ら
な

く
て
も
構
い
ま
せ
ん
。

２
．

部
分
は
建
設
業
法
で
定
め
ら
れ
た
記
載
事
項
で
す
。

３
．
説
明
書
き
の
後
に
(＊

)印
が
あ
る
部
分
は
置
か
な
い
場
合
も
あ
る
の
で
、
そ

の
と
き
は
記
載
不
要
で
す
。

４
．
「
権
限
及
び
意
見
の
申
出
方
法
」
欄
は
、
建
設
業
法
で
は
相
手
方
に
対
し
て

通
知
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
そ
の
通
知
書
や
契
約
書
に
定
め
ら

れ
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た
上
書
面
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

こ
れ
に
よ
ら
な
い
場
合
は
具
体
的
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

権
限

及
び

意
見

申
出

方
法

基
本

契
約

約
款

の
と

お
り

安
全
衛
生
推
進
者
名

山
倉

三
郎

資
格

内
容

担
当

工
事

内
容

山
倉

華
子

非
専

任
主

任
技

術
者

専
任

山
倉

三
郎

雇
用
管
理
責
任
者
名

再
下

請
負

通
知

人
が

専
門

技
術

者
を

置
い

た
場

合

そ
の

氏
名

(＊
)

再
下
請
負
人
が
請
負
っ
た
建
設
工
事
の

契
約
書
に
記
載
さ
れ
た
工
事
名
及
び
そ

の
工
事
の
具
体
的
内
容

再
下

請
負

人
の

商
号

名
称

再
下

請
負

人
が

請
負

っ

た
建

設
工

事
の

契
約

書

に
記

載
さ

れ
た

契
約

日

再
下

請
負

人
の

受
け

て
い

る
許
可

の
う

ち
、

請
負
っ

た
建

設
工

事
の
施

工
に

必
要

な
業
種

に
係
る
許
可

再
下

請
負

人
が

置
い

た
安

全
衛

生
（

責
任

・
推
進

）
推
進
者
名

(＊
)

再
下
請
負

人
が
置

い
た
雇

用
管
理

責
任
者
名

再
下
請
負
人

が
専
門

技
術
者
を

置

い
た
場
合
そ
の
氏
名
(＊

)

専
門
技
術

者
が
担
当

す
る
工

事
の

具
体
的
内
容
(＊

)
再

下
請

負
人

が
現

場
代

理
人

を
置

い
た

場
合

そ
の

氏
名

(＊
)

（
主
任
・
専
門
）
技
術
者
の
資
格
を
具
体
的
に
記
入

例
)第

一
種
電
気
工
事
士

実
務
経
験
(
指
定
学
科
３
年
・
電
気
通
信

)

実
務
経
験
(
１
０
年
・
機
械
器
具
設
置

)

再
下

請
負
人

が
置

い
た
主

任
技

術
者

の
氏

名
及

び
専

任
か

非
専
任

の
該

当

す
る
方
に

○
印

再
下
請
負
通
知
人

が
請
負
っ

た
建

設
工
事
の
注
文
者
の
商
号
名
称

再
下
請
負
通
知
人
の
商
号
名
称

再
下

請
負

通
知

人
が

請
負

っ
た

建
設

工
事

の
作

成
特

定
建

設
業

者
の

商
号

名
称

再
下

請
負

通
知

人
が

請
負

っ
た

建
設

工
事

の
契

約
書

に
記

載
さ

れ
た
工

事
名

称
と

そ
の

工
事

の

具
体

的
内
容

再
下

請
負

通
知

人
が

請
負

っ
た

建
設

工
事

の
契

約
書

に
記

載
さ

再
下

請
負

通
知

人
が

受
け

て
い

る
許

可
の

う
ち

、
請

負
っ

た
建

設
工
事

の
施

工
に

必
要

な
業

種

に
係

る
許
可

再
下

請
負

人
を

監
督

す
る

た
め

に
再

下
請

負
通

知
人

が
監

督
員

を
置

い
た

場
合

そ
の

氏
名

(＊
)

再
下
請
負
通
知
人

が
現
場
代

理
人

を
置

い
た

場
合

そ
の

氏
名

(＊
)

再
下

請
負

通
知

人
が

置
い

た
主

任
技

術
者

の
氏

名
及

び
専

任
か

非
専

任
の

該
当

す
る

方
に
○
印

専
門

技
術

者
が

担
当

す
る

工
事

の
具

体

的
内

容
(＊

)

再
下

請
負

通
知

人
が

置
い

た
安

全
衛

生
（
責

任
・

推
進
）

者
名

(＊
)

再
下

請
負

通
知

人
が

置
い

た
雇

用
管

理
責

任
者

名

（
主

任
・

専
門

）
技

術
者

の
資

格
を

具
体

的
に

記
入
(＊

)

例
)第

一
種

電
気

工
事

士

実
務

経
験
(
指

定
学

科
３

年
・

電
気

通
信

)

実
務

経
験
(
１

０
年

・
機

械
器

具
設

置
)

再
下

請
負
通

知
書
を

作
成
又
は
変
更
し
た
日
付

再
下
請
負
人

が
請
負

っ

た
建
設
工
事
の

契
約
書

に
記
載
さ
れ
た
工
期

請
負
契
約
に
係

る
営
業
所

の
名
称

を
記
入

事
業

所
整

理
記

号
及

び
事

業
所

番
号

（
健

康
保

険
組

合
に

あ
っ

て
は

組
合

名
）

を
記

入

一
括

適
用

の
承

認
に

係
る

営
業

所
の

場
合

は
、
本

店
の

整
理

記

号
及

び
事

業
所

番
号

を
記

入

事
業
所
整
理
記
号
及
び
事
業
所

番
号

（
健
康
保
険
組
合
に
あ
っ

て
は
組
合
名
）
を
記
入

一
括
適
用
の
承
認
に
係
る
営
業

所
の
場
合
は

、
本
店
の
整
理
記

号
及
び
事
業
所
番
号
を
記
入

事
業
所
整
理

記
号
及
び

事
業
所

番
号
を
記
入

一
括
適
用
の

承
認
に
係

る
営
業

所
の
場
合
は

、
本
店
の
整

理
記

号
及
び
事
業
所
番
号
を
記
入

請
負

契
約

に
係

る
営

業
所

の
名

称
を
記
入

労
働
保
険
番
号
を
記
入

継
続

事
業

の
一
括

の
認

可
に
係

る
営

業
所
の

場
合
は

、
本

店
の

労
働
保
険
番
号
を
記
入

各
保
険
の
適
用
を
受
け
る
営
業
所
に
つ
い
て
届
出
を

行
っ
て
い
る
場
合
に
は
「
加
入
」
、
行
っ
て
い
な
い
場

合
（
適
用
を
受
け
る
営
業
所
が
複
数
あ
り
、
そ
の
う
ち

一
部
に
つ
い
て
行
っ
て
い
な
い
場
合
を
含
む
）
は
「
未

加
入
」
、
従
業
員
規
模
等
に
よ
り
各
保
険
の
適
用
が
除

外
さ
れ
て
い
る
場
合
は
「
適
用
除
外
」
を
○
で
囲
む

事
業
所
整
理
記
号
及
び
事
業
所
番
号
を
記
入

一
括
適
用
の
承
認
に
係
る
営
業
所
の
場
合
は
、
本
店

の
整
理
記
号
及
び
事
業
所
番
号
を
記
入

労
働
保
険
番
号
を
記
入

継
続
事
業
の
一
括
の
認
可
に
係
る
営
業
所
の
場
合

は
、
本
店
の
労
働
保
険
番
号
を
記
入

再
下
請
負

通
知
人

が
請
け

負
っ

た
建
設
工
事

の
契
約

書
に
記

載
さ
れ
た
契
約
日

れ
た

工
期

yamashita-kengo
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２９ ３０

加
入

未
加
入

適
用
除
外

平
成

2
4
年

1
1
月

1
日

以
降

に
契

約
し

た
建

設
工

事
か

ら
適

用
さ

れ
ま

す
。

厚
生
年
金
保
険

雇
用
保
険

○
○
営
業
所

Z
Z
Z
Z

Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z

Z
Z
Z
Z
-
Z
Z
Z
Z
Z
Z
-
Z

《
下
請
負
人
に
関
す
る
事
項
》

建
設
業
の

許
可

加
入

未
加
入

適
用
除
外

加
入

未
加
入

適
用
除
外

事
業
所
整
理

記
号
等

区
分

事
業
所
整
理

記
号
等

元
請
契
約

本
社

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

現
場

代
理

人
名

健
康
保
険
等

の
加
入
状
況

保
険
加
入
の

有
無

健
康
保
険

厚
生
年
金
保
険

雇
用
保
険

○
○
支
店

Y
Y
Y
Y

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

Y
Y
Y
Y
-
Y
Y
Y
Y
Y
Y
-
Y

加
入

未
加
入

適
用
除
外

資
格

内
容

担
当
工
事
内
容

営
業
所
の
名
称

健
康
保
険

厚
生
年
金
保
険

雇
用
保
険

X
X
X
X
-
X
X
X
X
X
X
-
X

施
工

体
制

台
帳

記
載

例

注
意

１
．
建
設
業
法
で
は
様
式
は
定
め
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
こ
の
様
式
に
よ
ら
な

く
て
も
構
い
ま
せ
ん
。

２
．

部
分
は
建
設
業
法
で
定
め
ら
れ
た
記
載
事
項
で
す
。

３
．
説
明
書
き
の
後
に
(＊

)印
が
あ
る
部
分
は
置
か
な
い
場
合
も
あ
る
の
で
、
そ

の
と
き
は
記
載
不
要
で
す
。

４
．
「
権
限
及
び
意
見
の
申
出
方
法
」
欄
は
、
建
設
業
法
で
は
相
手
方
に
対
し
て

通
知
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
そ
の
通
知
書
や
契
約
書
に
定
め
ら

れ
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た
上
書
面
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

こ
れ
に
よ
ら
な
い
場
合
は
具
体
的
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

年
月

日
工
事
業

大
臣

特
定

知
事

一
般

第
号

契
約

営
業

所

名
称

下
請
契
約

許
可
番
号

許
可
（
更
新
）
年
月
日

電
気

工
事
業

大
臣

特
定

知
事

一
般

第
1
2
3
4
5
6
号

平
成
２
１
年

２
月
２
８
日

許
可
（
更
新
）
年
月
日

［
事
業
所
名
］

○
○
ビ
ル
作
業
所

［
会

社
名

］
谷
小
建
設
株
式
会
社

平
成
２
４
年

１
１

月
９
日

会
社

名
代
表
者
名

福
川
工
業
株
式
会
社

福
川

吾
一

平
成
２
３
年

１
月
１
０
日

土
、
建
、
電
、
管
、

鋼
、
ほ
、
し
ゅ

契
約
日

平
成
２
４
年

１
１

月
７

日

下
請
契
約

本
社

×
×
県
×
×
市
×
×
町
１
２
３
－
４

電
気
通
信

発
注
者
名

及
び

住
所

△
△
商
事
株
式
会
社

〒
0
0
0
-
0
0
0
0
○
○
県
○
○
市
○
○
町
１
－
１

住
所

工
期

自
平
成
２
４
年

１
１
月

１
５

日
至

平
成
２
５
年

３
月

３
１

日

平
成
２
４
年

１
１
月

１
０
日

第
9
9
9
9
9
号

工
事
業

第
9
9
9
9
9
号

施
工

体
制

台
帳

建
設
業
の

許
可

許
可
業
種

工
事
業

大
臣

特
定

知
事

一
般

契
約
書
記
載
の
と
お
り

工
事
名
称

及
び

工
事
内
容

○
○
ビ
ル
新
築
工
事

/
建
築
一
式
（
地
上
６
階
、
地
下
１
階

延
床
面
積

9
,
6
0
0
㎡
）

発
注
者
の

監
督
員
名

注
文

太
郎

権
限

及
び

意
見

申
出

方
法

谷
小

二
郎

権
限

及
び

意
見

申
出

方
法

契
約
書
記
載
の
と
お
り

平
成
２
３
年

１
月
１
０
日

許
可
番
号

大
臣

特
定

知
事

一
般

区
分

元
請
契
約

☆
☆

支
店

○
○
県
☆
☆
市
☆
☆
１
１
１

資
格

内
容

一
級
建
築
施
工
管
理
技
士

専
任

非
専

任
谷
小

二
郎

監
督
員
名

谷
小

二
郎

権
限

及
び

意
見

申
出

方
法

契
約
書
記
載
の
と
お
り

現
場

代
理
人
名

資
格

内
容

担
当

工
事

内
容

専
門

技
術
者
名

実
務
経
験
（
１
０
年
・
管
）

冷
暖
房
設
備
工
事
、
給
排
水
施
設
工
事

監
理

技
術
者
名

専
門

技
術
者
名

資
格

内
容

原
山

太
郎

福
川

四
郎

安
全
衛
生
責
任
者
名

福
川

四
郎

工
期

自
平
成
２
４
年
１
１
月

３
０

日
至

平
成
２
５
年

３
月

２
５

日
契

約
日

健
康
保
険
等

の
加
入
状
況

営
業
所
の
名
称

健
康
保
険

施
工
に
必
要
な
許
可
業
種

工
事
名
称

及
び

工
事
内
容

○
○
ビ
ル
新
築
工
事

/
構
内
電
気
設
備
工
事
、
照
明
設
備
工
事

保
険
加
入
の

有
無

健
康
保
険

厚
生
年
金
保
険

住
所

〒
0
0
0
-
0
0
0
0

○
○
県
☆
☆
市
△
△
町
１
２
－
３
４

雇
用
保
険

加
入

未
加
入

適
用
除
外

加
入

未
加
入

適
用
除
外

契
約
書
記
載
の
と
お
り

安
全
衛
生
推
進
者
名

福
川

四
郎

雇
用
管
理
責
任
者
名

尾
島

五
郎

主
任

技
術

者

権
限
及
び

意
見
申
出
方
法

資
格

内
容

第
二
種
電
気
工
事
士

施
工

体
制

台
帳

の
添

付
書

類
１
．
作
成
特
定
建
設
業
者
が
請
負
っ
た
建
設
工
事
の
契
約
書
の
写
し

２
．
下
請
負
人
が
請
負
っ
た
建
設
工
事
の
契
約
書
の
写
し

３
．
監
理
技
術
者
の
資
格
を
証
す
る
書
面
（
公
共
工
事
に
つ
い
て
は
監
理
技
術
者
資
格
者
証
の
写
し
）

４
．
監
理
技
術
者
の
雇
用
を
証
す
る
書
面
（
健
康
保
険
等
の
写
し
）

５
．
専
門
技
術
者
（
置
い
た
場
合
に
限
る
）
の
資
格
及
び
雇
用
を
証
す
る
書
面

専
任

非
専

任
金
山

次
郎

専
門
技
術
者
名

担
当

工
事

内
容

作
成
特
定
建
設
業
者
の
商
号
名
称

こ
の
工
事
を
担
当
す
る
事
業
所
名

作
成

特
定

建
設

業
者

が
受

け
て

い
る

許
可
を
全

て
記

入
（
業
種

は
略

称
で

も
可
）

作
成
特

定
建

設
業
者

が
発

注
者

と
締

結
し
た
契

約
書

に
記
載

さ
れ

た
工

事

名
称
と
そ
の
工
事
の
具
体
的
内
容

作
成

特
定

建
設

業
者
が

発
注

者
と

締

結
し
た
契
約
書
に
記
載
さ
れ
た
工
期

発
注

者
と
契

約
を
締

結
し
た

作
成

特
定
建
設
業
者
の
営
業
所

一
次

下
請
と

契
約

を
締
結

し
た
作

成

定
建
設
業
者
の
営
業
所

一
次

下
請

を
監

督
す

る
た

め
に

作
成

特
定

建
設
業

者
が

監
督

員
を

置
い

た

場
合
そ
の
氏
名

(＊
)

作
成

特
定
建

設
業

者
が
現

場
代

理
人

を
置
い
た
場
合
そ
の
氏
名

(＊
)

作
成

特
定

建
設

業
者

が
置

い
た

監
理

技
術

者
に
つ

い
て

専
任

か
非

専
任

の

該
当
す
る
方
に

○
印

作
成
特
定
建
設
業
者
が
専

門
技
術
者
を
置
い
た
場
合

そ
の
氏
名

(＊
)

下
請
負
人
が
請
負
っ
た
建

設
工
事
の
契
約
書
に
記
載

さ
れ
た
工
事
名
及
び
そ
の

工
事
の
具
体
的
内
容

施
工

体
制

台
帳
を

作
成

又
は
変
更
し
た
日
付

下
請
負
人

が
請
負

っ
た
建

設
工
事
の

契
約
書
に
記
載
さ
れ
た
工
期

作
成

特
定

建
設

業
者

が
発

注
者

と
締

結
し

た
契
約

書

に
記
載
さ
れ
た
契
約
日

下
請
負
人

が
請
負

っ
た

建
設
工
事
の

契
約
書

に

記
載
さ
れ
た
契
約
日

下
請

負
人

の
受
け

て
い

る
許

可
の

う
ち

、
請

負
っ

た
建

設
工

事
の

施
工

に
必

要
な

業
種

に
係

る
許
可

下
請
負
人
が
置
い
た
安
全
衛
生

責
任
者
名
(＊

)

下
請
負
人
が
置
い
た
安
全
衛
生

推
進
者
名
(＊

)

下
請

負
人

が
置

い
た

雇
用

管
理
責
任
者
名

下
請

負
人

が
専

門
技

術
者

を

置
い
た
場
合
そ
の
氏
名

(＊
)

専
門
技
術
者
が
担
当
す
る
工
事

の
具
体
的
内
容

(＊
)

下
請

負
人

が
現

場
代

理
人

を
置
い
た
場
合
そ
の
氏
名
(＊

)

（
主
任
・
専
門
）
技
術
者
の
資
格
を
具
体
的
に
記
入

例
)第

一
種
電
気
工
事
士

実
務
経
験

(
指
定
学
科
３
年
・
電
気
通
信

)

実
務
経
験

(
１
０
年
・
機
械
器
具
設
置

)

下
請
負

人
が

置
い
た

主
任

技
術
者
の
氏

名
及

び
専
任

か
非

専
任
の
該
当
す
る
方
に

○
印

監
理
技
術
者
の
資
格
を
具
体
的
に
記
入

例
)一

級
土
木
施
工
管
理
技
士

指
導
監
督
的
実
務
経
験
(
電
気
通
信

)

国
土
交
通
大
臣
特
別
認
定
(
建
築

)

専
門
技
術
者
の
資
格
を
具
体
的
に
記
入
(＊

)

例
)
第
一
種
電
気
工
事
士

実
務
経
験
(指

定
学
科
３
年
・
電
気
通
信

)
実
務
経
験
(１

０
年
・
機
械
器
具
設
置

)

作
成

特
定
建

設
業

者
が
置

い
た

監
理

技
術
者
の
氏
名

専
門
技
術
者
が
担
当
す
る
工
事
の
具

体
的
内
容

(＊
)

事
業

所
整

理
記
号

及
び
事

業

所
番

号
（

健
康

保
険

組
合
に

あ
っ
て
は
組
合
名

）
を
記
入

一
括

適
用

の
承
認

に
係
る

営
業
所

の
場
合

は
、
本

店
の
整

理
記

号
及

び
事

業
所

番
号

を

元
請

契
約

に
係

る
営

業
所

の
名
称

及
び
下

請
契
約

に
係

る
営

業
所

の
名
称

を
そ
れ
ぞ
れ
記
入

事
業
所
整
理
記
号
及
び
事
業
所
番

号
（
健
康
保
険
組
合
に
あ
っ
て
は

組
合
名
）
を
記
入

一
括
適
用
の
承
認
に
係
る
営
業
所

の
場
合
は
、
本
店

の
整

理
記

号
及

び
事
業
所
番
号
を
記
入

事
業

所
整

理
記

号
及

び
事

業
所
番
号
を
記
入

一
括

適
用

の
承

認
に

係
る

営

業
所

の
場

合
は

、
本

店
の
整

理
記

号
及

び
事

業
所

番
号

を

請
負

契
約

に
係

る
営

業
所

の

名
称
を
記
入

労
働
保
険
番
号
を
記
入

継
続

事
業

の
一

括
の

認
可

に

係
る

営
業

所
の

場
合

は
、
本

店
の
労
働
保
険
番
号
を
記
入

事
業
所
整
理
記
号
及
び
事
業
所
番
号
を
記
入

一
括
適
用
の
承
認
に
係
る
営
業
所
の
場
合
は
、
本
店

の
整
理
記
号
及
び
事
業
所
番
号
を
記
入

労
働
保
険
番
号
を
記
入

継
続
事
業
の
一
括
の
認
可
に
係
る
営
業
所
の
場
合
は
、

本
店
の
労
働
保
険
番
号
を
記
入

下
請
負
人
の
商
号
名
称

各
保
険
の
適
用
を
受
け
る
営
業
所
に
つ
い
て
届
出
を

行
っ
て
い
る
場
合
に
は
「
加
入
」
、
行
っ
て
い
な
い
場

合
（
適
用
を
受
け
る
営
業
所
が
複
数
あ
り
、
そ
の
う
ち

一
部
に
つ
い
て
行
っ
て
い
な
い
場
合
を
含
む
）
は
「
未

加
入
」
、
従
業
員
規
模
等
に
よ
り
各
保
険
の
適
用
が
除

外
さ
れ
て
い
る
場
合
は
「
適
用
除
外
」
を
○
で
囲
む

発
注
者
が
置
い
た
監
督
員
の
氏
名

(＊
)

記
入

記
入

営
業

所
の

名
称

健
康

保
険

厚
生

年
金

保
険

雇
用

保
険

○
○

営
業

所
Z
Z
Z
Z

Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z

Z
Z
Z
Z
-
Z
Z
Z
Z
Z
Z
-
Z

健
康

保
険

雇
用

保
険

 
加

　
入

　
　

　
未

加
入

 
 
適

用
除

外
 
加

　
入

　
　

　
未

加
入

 
 
適

用
除

外
 
加

　
入

　
　

　
未

加
入

 
適

用
除

外

○
○

営
業

所
Z
Z
Z
Z

Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z

Z
Z
Z
Z
-
Z
Z
Z
Z
Z
Z
-
Z

健
康

保
険

等
の

加
入

状
況

 
加

　
入

　
　

　
未

加
入

 
 
適

用
除

外
 
加

　
入

　
　

　
未

加
入

 
 
適

用
除

外
 
加

　
入

　
　

　
未

加
入

 
適

用
除

外
健

康
保

険
等

の
加

入
状

況
事

業
所

整
理

記
号

等
営

業
所

の
名

称
健

康
保

険
厚

生
年

金
保

険
雇

用
保

険

保
険

加
入

の
有

無

健
康

保
険

厚
生

年
金

保
険

雇
用

保
険

代
表

者
名

《
自

社
に

関
す

る
事

項
》

工
事

名
称

及
　

　
び

工
事

内
容

　
○

○
ビ

ル
新

築
工

事
 
/
 
鉄

筋
工

工
　

　
期

　
　

　
　

年
　

　
月

　
　

日

第
6
5
4
3
2
1
号

平
成

２
１

年
１

０
月

 
５

 
日

再
下

請
負

通
知

書
記

載
例

〕

 
浪

本
　

太
郎

元
請

名
称

谷
小
建
設
(株

)

平
成
２
４
年
 １

１
月
 １

８
日

直
近

上
位

注
文

者
名

橋
末

産
業

(
株

)　
再

 下
 請

 負
 通

 知
 書

　

住
　

　
所

〔

【
報

告
下

請
負

業
者

】

浪
本

鉄
筋

工
業

（
有

）
（

再
下

請
負

通
知

人
）

が
山

倉
土

木
（

株
）

（
再

下
請

負
人

）
と

の
下

請
契

約
の

内
容

を
報

告
す

る
場

合

〒
0
0
0
-
0
0
0
0

　
　

　
×

×
県

×
×

郡
×

×
村

１
２

３

会
 
社

 
名

 
浪

本
鉄

筋
工

業
(
有

)

工
事

業

自
　

平
成

２
４

年
１

１
月

２
０

日
至

　
平

成
２

５
年

　
３

月
２

０
日

注
文

者
と

の
契

約
日

平
成

２
４

年
 
１

１
 
月

 
１

５
 
日

監
督

員
名

許
　

可
　

番
　

号
許

可
(
更

新
)
年

月
日

第
 

 
号

資
格

内
容

二
級
土
木
施
工
管
理
技
士
(土

木
)

主
任

技
術

者

建
設

業
の

許
　

　
可

施
工

に
必

要
な

許
可

業
種

鉄
筋

現
場

代
理

人
名

松
田

　
一

郎

権
限

及
び

意
見

申
出

方
法

担
当
工
事
内
容

松
田

　
一

郎
専

　
任

非
専

任
資

格
内

容

住
　

　
所

現
 
場

 
代

 
理

 
人

 
名

工
事

業
　

 
大

臣
　

特
定

　
 
知

事
　

一
般

　
 
大

臣
　

特
定

　
 
知

事
　

一
般

　
　

　
　

〒
0
0
0
-
0
0
0
0

 
　

　
　

　
 
×

×
県

×
×

郡
△

△
町

９
８

７

工
事

名
称

及
　

　
び

工
事

内
容

　
　

　
　

○
○

ビ
ル

新
築

工
事

 
/
 
鉄

筋
設

置
時

の
重

量
物

揚
重

運
搬

配
置

工
事

権
限

及
び

意
見

申
出

方
法

基
本
契
約
約
款
記
載
の
と
お
り

松
田

　
一

郎

雇
用
管
理
責
任
者
名

浪
本

　
四

郎

安
全
衛
生
責
任
者
名

施
工

に
必

要
な

許
可

業
種

平
成

２
４

年
 
１

１
 
月

 
２

５
 
日

建
設

業
の

許
　

　
可

と
工

事
業

大
臣

　
特

定
知

事
　

一
般

第
9
8
7
6
5
4
号

平
成

２
１

年
１

１
月

１
１

日

　
　

　
　

年
 
　

 
月

　
　

日

《
再
下
請
負
関
係
》
　

再
下
請
負
業
者
及
び
再
下
請
負
契
約
関
係

会
 
社

 
名

山
倉

土
木

株
式

会
社

代
表

者
名

山
倉

　
華

子

許
可

番
号

許
可

（
更

新
）

年
月

日

工
　

　
期

自
　

平
成

２
４

年
 
１

１
月

 
２

８
日

至
　

平
成

２
５

年
 
１

 
月

 
 
１

０
日

契
 
約

 
日

山
倉

　
三

郎
安
全
衛
生
責
任
者
名

山
倉

　
三

郎

工
事

業
大

臣
　

特
定

知
事

　
一

般
第

 
 
号

保
険

加
入

の
有

無

事
業

所
整

理
記

号
等

厚
生

年
金

保
険

再
下

請
負

通
知

書
の

添
付

書
類

再
下
請
負
通
知
人
と
再
下
請
負
人
が
締
結
し
た
契
約
書
の
写
し

 
　

資
 
格

 
内

 
容

実
務
経
験
(指

定
学
科
５
年
・
と
び
土
工
)

専
門

技
術

者
名

専
門

技
術

者
名

松
田

　
一

郎

安
全
衛
生
推
進
者
名

注
意

１
．
建
設
業
法
で
は
様
式
は
定
め
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
こ
の
様
式
に
よ
ら
な

　
　
く
て
も
構
い
ま
せ
ん
。

２
．
　
　
　
部
分
は
建
設
業
法
で
定
め
ら
れ
た
記
載
事
項
で
す
。

３
．
説
明
書
き
の
後
に
(＊

)印
が
あ
る
部
分
は
置
か
な
い
場
合
も
あ
る
の
で
、
そ

　
　
の
と
き
は
記
載
不
要
で
す
。

４
．
「
権
限
及
び
意
見
の
申
出
方
法
」
欄
は
、
建
設
業
法
で
は
相
手
方
に
対
し
て

　
　
通
知
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
そ
の
通
知
書
や
契
約
書
に
定
め
ら

　
　
れ
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た
上
書
面
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
こ
れ
に
よ
ら
な
い
場
合
は
具
体
的
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

　
 
権

限
及

び
　

 
意

見
申

出
方

法
基

本
契

約
約

款
の

と
お

り
安
全
衛
生
推
進
者
名

山
倉

　
三

郎

資
 
格

 
内

 
容

担
当

工
事

内
容

山
倉

　
華

子
非

専
任

主
 
任

 
技

 
術

 
者

専
任

山
倉

　
三

郎
雇
用
管
理
責
任
者
名

再
下

請
負

通
知

人
が

専
門

技
術

者
を

置
い

た
場

合

そ
の

氏
名

(＊
)

再
下
請
負
人
が
請
負
っ
た
建
設
工
事
の

契
約
書
に
記
載
さ
れ
た
工
事
名
及
び
そ

の
工
事
の
具
体
的
内
容

再
下

請
負

人
の

商
号

名
称

再
下

請
負

人
が

請
負

っ

た
建

設
工

事
の

契
約

書

に
記

載
さ

れ
た

契
約

日

再
下

請
負

人
の

受
け

て
い

る
許
可

の
う

ち
、

請
負
っ

た
建

設
工

事
の
施

工
に

必
要

な
業
種

に
係
る
許
可

再
下

請
負

人
が

置
い

た
安

全
衛

生
（

責
任

・
推
進

）
推
進
者
名

(＊
)

再
下
請
負

人
が
置

い
た
雇

用
管
理

責
任
者
名

再
下
請
負
人

が
専
門

技
術
者
を

置

い
た
場
合
そ
の
氏
名
(＊

)

専
門
技
術

者
が
担
当

す
る
工

事
の

具
体
的
内
容
(＊

)
再

下
請

負
人

が
現

場
代

理
人

を
置

い
た

場
合

そ
の

氏
名

(＊
)

（
主
任
・
専
門
）
技
術
者
の
資
格
を
具
体
的
に
記
入

例
)第

一
種
電
気
工
事
士

実
務
経
験
(
指
定
学
科
３
年
・
電
気
通
信

)

実
務
経
験
(
１
０
年
・
機
械
器
具
設
置

)

再
下

請
負
人

が
置

い
た
主

任
技

術
者

の
氏

名
及

び
専

任
か

非
専
任

の
該

当

す
る
方
に

○
印

再
下
請
負
通
知
人

が
請
負
っ

た
建

設
工
事
の
注
文
者
の
商
号
名
称

再
下
請
負
通
知
人
の
商
号
名
称

再
下

請
負

通
知

人
が

請
負

っ
た

建
設

工
事

の
作

成
特

定
建

設
業

者
の

商
号

名
称

再
下

請
負

通
知

人
が

請
負

っ
た

建
設

工
事

の
契

約
書

に
記

載
さ

れ
た
工

事
名

称
と

そ
の

工
事

の

具
体

的
内
容

再
下

請
負

通
知

人
が

請
負

っ
た

建
設

工
事

の
契

約
書

に
記

載
さ

再
下

請
負

通
知

人
が

受
け

て
い

る
許

可
の

う
ち

、
請

負
っ

た
建

設
工
事

の
施

工
に

必
要

な
業

種

に
係

る
許
可

再
下

請
負

人
を

監
督

す
る

た
め

に
再

下
請

負
通

知
人

が
監

督
員

を
置

い
た

場
合

そ
の

氏
名

(＊
)

再
下
請
負
通
知
人

が
現
場
代

理
人

を
置

い
た

場
合

そ
の

氏
名

(＊
)

再
下

請
負

通
知

人
が

置
い

た
主

任
技

術
者

の
氏

名
及

び
専

任
か

非
専

任
の

該
当

す
る

方
に
○
印

専
門

技
術

者
が

担
当

す
る

工
事

の
具

体

的
内

容
(＊

)

再
下

請
負

通
知

人
が

置
い

た
安

全
衛

生
（
責

任
・

推
進
）

者
名

(＊
)

再
下

請
負

通
知

人
が

置
い

た
雇

用
管

理
責

任
者

名

（
主

任
・

専
門

）
技

術
者

の
資

格
を

具
体

的
に

記
入
(＊

)

例
)第

一
種

電
気

工
事

士

実
務

経
験
(
指

定
学

科
３

年
・

電
気

通
信

)

実
務

経
験
(
１

０
年

・
機

械
器

具
設

置
)

再
下

請
負
通

知
書
を

作
成
又
は
変
更
し
た
日
付

再
下
請
負
人

が
請
負

っ

た
建
設
工
事
の

契
約
書

に
記
載
さ
れ
た
工
期

請
負
契
約
に
係

る
営
業
所

の
名
称

を
記
入

事
業

所
整

理
記

号
及

び
事

業
所

番
号

（
健

康
保

険
組

合
に

あ
っ

て
は

組
合

名
）

を
記

入

一
括

適
用

の
承

認
に

係
る

営
業

所
の

場
合

は
、
本

店
の

整
理

記

号
及

び
事

業
所

番
号

を
記

入

事
業
所
整
理
記
号
及
び
事
業
所

番
号

（
健
康
保
険
組
合
に
あ
っ

て
は
組
合
名
）
を
記
入

一
括
適
用
の
承
認
に
係
る
営
業

所
の
場
合
は

、
本
店
の
整
理
記

号
及
び
事
業
所
番
号
を
記
入

事
業
所
整
理

記
号
及
び

事
業
所

番
号
を
記
入

一
括
適
用
の

承
認
に
係

る
営
業

所
の
場
合
は

、
本
店
の
整

理
記

号
及
び
事
業
所
番
号
を
記
入

請
負

契
約

に
係

る
営

業
所

の
名

称
を
記
入

労
働
保
険
番
号
を
記
入

継
続

事
業

の
一
括

の
認

可
に
係

る
営

業
所
の

場
合
は

、
本

店
の

労
働
保
険
番
号
を
記
入

各
保
険
の
適
用
を
受
け
る
営
業
所
に
つ
い
て
届
出
を

行
っ
て
い
る
場
合
に
は
「
加
入
」
、
行
っ
て
い
な
い
場

合
（
適
用
を
受
け
る
営
業
所
が
複
数
あ
り
、
そ
の
う
ち

一
部
に
つ
い
て
行
っ
て
い
な
い
場
合
を
含
む
）
は
「
未

加
入
」
、
従
業
員
規
模
等
に
よ
り
各
保
険
の
適
用
が
除

外
さ
れ
て
い
る
場
合
は
「
適
用
除
外
」
を
○
で
囲
む

事
業
所
整
理
記
号
及
び
事
業
所
番
号
を
記
入

一
括
適
用
の
承
認
に
係
る
営
業
所
の
場
合
は
、
本
店

の
整
理
記
号
及
び
事
業
所
番
号
を
記
入

労
働
保
険
番
号
を
記
入

継
続
事
業
の
一
括
の
認
可
に
係
る
営
業
所
の
場
合

は
、
本
店
の
労
働
保
険
番
号
を
記
入

再
下
請
負

通
知
人

が
請
け

負
っ

た
建
設
工
事

の
契
約

書
に
記

載
さ
れ
た
契
約
日

れ
た

工
期

yamashita-kengo
テキストボックス
１１
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３１ ３２

施
工

体
系

図
記

載
例

発
注

者
名

自
　

　
２

４
年

 ４
 月

 ５
 日

至
　

　
２

５
年

 ３
 月

１
４

日

監
督

員
名

谷
小

　
二

郎

会
社

名

工
事

名
称

△
△

商
事

株
式

会
社

元
請

名
谷

小
建

設
（
株

）

○
○

ビ
ル

新
築

工
事

工
期

監
理

技
術

者
名

谷
小

　
二

郎

専
門

技
術

者
名

原
山

　
太

郎

冷
暖

房
設

備
工

事
給

排
水

設
備

工
事

担
当

工
事

内
容

専
門

技
術

者
名

担
当

工
事

内
容

元
方

安
全

衛
生

管
理

者

古
川

　
五

郎
統

括
安

全
衛

生
責

任
者

谷
小

　
二

郎
会

長

副
会

長
永

竹
　

太
郎

福
川

工
業

（
株

）

安
全

衛
生

責
任

者
福

川
　

四
郎

主
任

技
術

者
金

山
　

次
郎

工
期

２
４

年
 ４

 月
１

１
日

～
２

５
年

 ３
 月

 １
 日

専
門

技
術

者

担
当

工
事

内
容

主
任

技
術

者
橋

末
　

次
郎

専
門

技
術

者

会
社

名
橋

末
産

業
（
株

）

安
全

衛
生

責
任

者
武

田
　

四
郎

担
当

工
事

内
容

工
期

２
４

年
 ４

 月
１

２
日

～
２

４
年

１
２

月
１

０
日

工 事

主
任

技
術

者

専
門

技
術

者

会
社

名

安
全

衛
生

責
任

者

担
当

工
事

内
容

工
期

　
　

年
　

　
月

　
　

日
～

　
　

年
　

　
月

　
　

日

主
任

技
術

者

専
門

技
術

者

会
社

名

安
全

衛
生

責
任

者

担
当

工
事

内
容

工
期

　
　

年
　

　
月

　
　

日
～

　
　

年
　

　
月

　
　

日

工
期

２
４

年
 ４

 月
２

３
日

～
２

４
年

１
２

月
 １

 日

担
当

工
事

内
容

工
期

担
当

工
事

内
容

工
期

２
４

年
 ８

 月
１

０
日

～
２

５
年

 ２
 月

 １
 日

主
任

技
術

者
松

田
　

一
郎

会
社

名
浪

本
鉄

筋
工

業
（
有

）

安
全

衛
生

責
任

者
松

田
　

一
郎

専
門

技
術

者

担
当

工
事

内
容

工
期

２
４

年
 ４

 月
２

３
日

～
２

４
年

１
０

月
１

０
日

工 事型 枠 工工 事

安
全

衛
生

責
任

者
木

村
　

賢
悟

　
　

年
　

　
月

　
　

日
～

　
　

年
　

　
月

　
　

日

主
任

技
術

者
山

賀
　

太
郎

専
門

技
術

者

会
社

名
山

賀
電

気
（
有

）

安
全

衛
生

責
任

者
山

賀
　

太
郎

主
任

技
術

者

専
門

技
術

者

会
社

名

安
全

衛
生

責
任

者

担
当

工
事

内
容

工
期

　
　

年
　

　
月

　
　

日
～

　
　

年
　

　
月

　
　

日

主
任

技
術

者
山

倉
　

三
郎

専
門

技
術

者

会
社

名
山

倉
土

木
（
株

）

安
全

衛
生

責
任

者
山

倉
　

三
郎

担
当

工
事

内
容

工
期

２
４

年
 ５

 月
 ２

 日
～

２
４

年
 ８

 月
 １

 日

主
任

技
術

者

工 事

専
門

技
術

者

会
社

名

安
全

衛
生

責
任

者

担
当

工
事

内
容

工
期

　
　

年
　

　
月

　
　

日
～

　
　

年
　

　
月

　
　

日

工 事

会
社

名

安
全

衛
生

責
任

者

工
期

　
　

年
　

　
月

　
　

日
～

　
　

年
　

　
月

　
　

日

会
社

名

安
全

衛
生

責
任

者

主
任

技
術

者

会
社

名

主
任

技
術

者

専
門

技
術

者

工
期

　
　

年
　

　
月

　
　

日
～

　
　

年
　

　
月

　
　

日

工 事

担
当

工
事

内
容

工
期

　
　

年
　

　
月

　
　

日
～

　
　

年
　

　
月

　
　

日

安
全

衛
生

責
任

者

安
全

衛
生

責
任

者

主
任

技
術

者

専
門

技
術

者

工
期

　
　

年
　

　
月

　
　

日
～

　
　

年
　

　
月

　
　

日

工 事

安
全

衛
生

責
任

者

主
任

技
術

者

会
社

名

工
期

　
　

年
　

　
月

　
　

日
～

　
　

年
　

　
月

　
　

日

工 事

専
門

技
術

者

担
当

工
事

内
容

担
当

工
事

内
容

担
当

工
事

内
容

担
当

工
事

内
容

会
社

名

担
当

工
事

内
容

主
任

技
術

者

専
門

技
術

者

工 事工 事

工 事
工 事

会
社

名
木

村
工

務
店

（
株

）

主
任

技
術

者

工
事

作
業

所
災

害
防

止
協

議
会

兼
施

工
体

系
図

　
　

　
　

　
　

　
　

鉄 筋 設 置 時 の 重 量 物

の 揚 重 運 搬 配 置

工 事
工 事

工 事

コ ン ク リ � ト 工 ・ 足 場 等

仮 設 工 ・ 鉄 筋 工 ・ 型 枠 工

工 事

専
門

技
術

者

注
意

１
．
建
設
業
法
で
は
様
式
は
定
め
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
の

　
　
で
、
こ
の
様
式
に
よ
ら
な
く
て
も
構
い
ま
せ
ん
。

２
．
　

　
　

部
分
は
建
設
業
法
で
定
め
ら
れ
た
記
載
事
項

　
　
で
す
。

３
．
説
明
書
き
の
後
に
(＊

)印
が
あ
る
部
分
は
置
か
な
い

　
　
場
合
も
あ
る
の
で
、
そ
の
と
き
は
記
載
不
要
で
す
。

４
．
下
請
負
人
が
建
設
業
の
許
可
を
受
け
て
い
な
い
場
合

　
　
は
下
請
負
人
に
関
す
る
「
主
任
技
術
者
」
「
専
門
技

　
　
術
者
」
に
係
る
部
分
は
記
載
不
要
で
す
。

会
社

名

安
全

衛
生

責
任

者

木
村

　
賢

悟

専
門

技
術

者

照 明 設 備

構 内 電 気 設 備 ・ 照 明 設 備

主
任

技
術

者

専
門

技
術

者

鉄 筋 工

作
成

特
定

建
設

業
者

の
商

号
名

称
作

成
特

定
建

設
業

者
が

発

注
者

と
締

結
し

た
契

約
書

に
記

載
さ

れ
た

工
期

一
次

下
請

を
監

督
す

る

た
め

に
作

成
特

定
建

設

業
者

が
監

督
員

を
置

い

た
場

合
そ

の
氏

名
(＊

)

作
成

特
定

建
設

業
者

が

置
い

た
監

理
技

術
者

の
作

成
特

定
建

設
業

者
が

元
方

安
全

衛

生
管

理
者

を
置

い

た
場

合
そ

の
氏

名

(＊
)

作
成

特
定

建
設

業
者

が

置
い

た
専

門
技

術
者

が

担
当

す
る

工
事

の
具

体

的
内

容
(＊

)

作
成

特
定

建
設

業
者

が

統
括

安
全

衛
生

責
任

者

を
置

い
た

場
合

そ
の

氏

(＊
)

下
請

負
人

の
商

号
名

称

下
請

負
人

が
安

全
衛

生
責

任
者

を
置

い
た

場
合

そ
の

氏
名

(＊
)

下
請
負
人

が
置

い
た
主

任

技
術

者
の

氏
名

下
請

負
人

が
専

門
技

術
者

を
置

い
た

場
合

そ
の

氏
名

(＊
)

下
請

負
人

が
請

負
っ

た
建

設
工

事

の
具

体
的

内
容

作
成

特
定

建
設

業
者

が

専
門

技
術

者
を

置
い

た

場
合

そ
の

氏
名
(＊

)

下
請
負
人
が
請
負
っ
た
建

設
工
事
の
契
約
書
に
記
載

さ
れ

た
工

期

下
請

負
人

が
置

い
た

専
門

技
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　下請業者の選定に当たっては、必要な建設業許可があること及び予定工期に主任技術者の配置が
行えることを確認しましょう！！

　建設工事の適正な施工を確保していくためには、軽微な建設工事を除いては、施工能力・資力信用の
ある者（＝建設業許可業者）に工事を請け負わせる必要があります。
　また、建設業許可業者であっても、当該業者が雇用する主任技術者が他の現場で手一杯の状態で
は、現場での適正な施工が期待できません。
　そこで、下請業者の施工能力をあらかじめ確認しておくことが重要となるのです。
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